
平成 26 年度地域功労者表彰事業表彰者 

 

１ 目的 

この事業は、当地方における観光関係者、伝統芸能等の保全育成に資する団体及び個人、企業などを表

彰することで、当地方における観光事業の振興及び資質の向上を図ることを目的する。 

２ 募集期間 

平成 26 年 4 月 1 日から平成 26 年 4 月 30 日間（当法人公式ホームページ及び各種団体へ周知） 

３ 表彰者の決定（平成 26年５月 13日（火）理事会に諮り決定） 

規則第 14 号地域功労者表彰規則第３条の規定に基づき、被表彰者の推薦のあった者の中から理事
会の審査により決定する。ただし、会長が特に表彰する必要があると認めた者については、推薦を必
要としない。 

・表彰候補推薦リスト 

表 彰 名 業 種 候補推薦（団体・個人） 

観光事業功労者 民間個人 

 品部 利雄 様 

理由 数年に亘り、ふるさと今治の観光情報を関西圏を中心にＰ

Ｒ・紹介するだけでなく、ホテル関係者と協働して当協会写真コン

テスト入賞作品を利活用した観光キャンペーンや観光写真展を主

催するなど、関西圏における今治の知名度向上と観光振興に果たし

た功績は大きく、関西県人会や来訪者へ強いメッセージを与えてい

る。その功績は今治地方の観光振興に寄与している。 

観光事業功労者 民間団体 

今治造園建設業協会 様 

理由 長年にわたり、今治市の観光名所である今治城吹揚公園
において、協会員の技術や能力を生かし「松の剪定奉仕作業」
を行い、訪れる観光客や市民に喜ばれており、その功績は大き
く、今治地方の観光振興に寄与している。 

観光事業優良従事者 
民間個人 

(宿泊施設) 

株式会社ゆずえｻｰﾋﾞｽ皆楽荘 宇髙 ハル子 様 

理由 ホテル旅館従業員として、お客様に対して無駄なく迅速な行

動で対応し、おもてなしの心を持って接遇に努める姿勢は、他の模

範である。その努力は今治地方の観光振興に寄与している。 

観光事業優良従事者 
民間個人 

(交通機関) 

今治タクシー事業協同組合 越智 則行 様 

理由 タクシー乗務員として、お客様に対して親切・丁寧なサービ

スを心掛けており、その前向きな姿勢は、他の乗務員の模範であり、

その功績は今治地方の観光振興に寄与している。 

観光事業優良従事者 
民間個人 

(交通機関) 

今治タクシー事業協同組合 渡辺 弘志 様 

理由 タクシー乗務員として、お客様に対して親切・丁寧なサービ

スを心掛けており、その前向きな姿勢は、他の乗務員の模範である。

またヘルパー２級の資格も取得しており、介護の知識と経験を活か

し、地域の環境づくりと接遇の向上に努めている。 

観光事業優良従事者 
民間個人 

(交通機関) 

上浦観光協議会 西岡 恵 様 

理由 タクシー乗務員として、大三島の住民の足となり、また観光

客の送迎・案内と献身的に努めている。責任感と安全意識を持って

仕事に取り組んでおり、その功績は大である。 

観光事業優良従事者 
民間個人 
(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ) 

今治地方観光ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞの会 矢野 道弘 様 

理由 ｶﾞｲﾄﾞの会発足当初より活動を続け、特に四国の出入口であ

る来島海峡ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱでは、案内のﾘｰﾀﾞｰとして会員を指導している。

今治は勿論、四国全域の案内も努め、お客様から高い評価を受けて

いる。平成 22年からは、ｶﾞｲﾄﾞの会の会計役員として会の運営にも

重要な役割となり基盤を支えてきた経緯がある。 

 


